
➂【PMH】制度関連マスタ説明資料

デジタル庁HP の「自治体・自治体システムベンダー向けの情報」（ 2026/1/28時点）
の関連資料を一部編集（仕様の内容は同様）

2026年1月28日厚生労働省医療費助成オンライン資格確認
自治体システム改修等事業補助金等に係るオンライン説明会資料



PMHにおける制度関連のマスタについて
• PMHにおいて制度関連のマスタとして下記の3マスタを整備する。
• 以下のマスタの整備にあたり、申請書提出時、自治体システムベンダー様に情報提供
を頂きたい。

• マスタは「医療機関等ONS」「デジタル庁HP」を通じてExcel及びCSV形式でレセコン
ベンダーに共有する。

• 仕様・レイアウト、自治体システムベンダーに情報提供をお願いしたい項目、レセコ
ンベンダーへの公開項目は、【別紙】PMHマスタレイアウト・仕様説明を参照）

PMH制度マスタ
（所得区分）

PMH制度マスタ
（所得区分以外）

PMH地単・国公費
マスタ

• 各自治体・制度における所得区分とPMHからレセコンに連携
される所得区分の紐づけを管理するマスタ

• 自治体から連携された医療費助成対象者情報における所得区
分をコード化し、レセコンに連携

• 所得区分以外で、医療機関等職員による医療費助成の負担金
計算等に必要な各制度で定められた各種追加条件の情報を管
理するマスタ

• 自治体システムからの連携データ項目の縮減及びこれに伴う
自治体システムの改修負荷の軽減を目的に、個人の属性に依
らず当該証において、連携情報が一意となる情報をマスタ化

• マスタに設定された当該自治体・制度における項目は、PMH
に連携することなく、マスタ情報を参照の上、情報をレセコ
ンに連携

マスタ 概要
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PMH制度マスタ（所得区分）の利用イメージ

レセコン既存転記項目

公費負担者番号

…

追加条件

種別

有効期間開始日

有効期間終了日

…

自己負担上限額

PMH内で処理を
行うため情報

機関別受給者証種別ID

機関別受給者証ID

対象者個人に係
る情報

個人番号（マイナンバー）

氏名

・・・

レセコン既存転
記項目に該当

する項目

公費負担者番号

受給者証名

公費受給者番号

所得区分

区分

・・・

券面情報 （複数）

指定医療機関情報

自己負担上限額

自治体

PMH

PMH制度マスタ
（所得区分）

所得区分

レセコン

追加条件項目コード
追加条件コード

指定医療機関コード

一律償還払いフラグ

追加条件

区分

自治体から連携される所得区分を、
PMH制度マスタに登録された所得
区分のコードに変換して、レセコン
に連携
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PMH制度マスタ（所得区分以外）の利用イメージ

レセコン既存転記項目

公費負担者番号

…

追加条件

種別

有効期間開始日

有効期間終了日

…

自己負担上限額

PMH内で処理を
行うため情報

機関別受給者証種別ID

機関別受給者証ID

対象者個人に係
る情報

個人番号（マイナンバー）

氏名

・・・

レセコン既存転
記項目に該当

する項目

公費負担者番号

受給者証名

公費受給者番号

所得区分

区分

・・・

券面情報 （複数）

指定医療機関情報

自己負担上限額

自治体

PMH

PMH制度マスタ
（所得区分以外）

所得区分

レセコン

追加条件項目コード

追加条件コード

指定医療機関コード

一律償還払いフラグ

追加条件

区分

所得区分以外で、医療機関等職員による医療費助成
の負担金計算等に必要な各制度で定められた各種区
分の情報。具体的には、以下の条件に該当する情
報。
• 券面記載項目のうち、個人に紐づく情報
• 負担割合や負担額などの条件が変わる情報
• 他のレセコン転記項目、主保険の情報で判定ができ
ないもの

例：小児慢性における患者区分（追加条件項目
コードが1）が1:重症、人工呼吸器等装着者が
（追加条件項目コードが2） 1:該当の場合、「1-
1;2-1」と連携

上記の例の場合、以下のようにレセコンに連携
1件目：追加条件項目コードが1（患者区分）、
追加条件コードが1（重症）
2件目：追加条件項目コードが1（人工呼吸器等
装着者）、追加条件コードが1（該当）
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PMH地単公費マスタの利用イメージ

自治体

PMH内で処理を
行うため情報

機関別受給者証種別ID

機関別受給者証ID

対象者個人に係
る情報

個人番号（マイナンバー）

氏名

・・・

レセコン既存転
記項目に該当

する項目

公費負担者番号

受給者証名

公費受給者番号

所得区分

区分

・・・

券面情報 （複数）

指定医療機関情報

自己負担上限額

追加条件

自己負担上限額.医科入院.初診のみ適用
自己負担上限額.医科入院.食事療養費患者負担

自己負担上限額.薬局.初診のみ適用

レセコン既存転記項目

公費負担者番号

…

追加条件

種別

有効期間開始日

有効期間終了日

…

自己負担上限額

所得区分

レセコン

追加条件項目コード
追加条件コード

指定医療機関コード

一律償還払いフラグ

区分

初診時のみ条件

食事療養費負担

PMH

例：〇〇県○○市の乳幼児医療の助成にお
いて、個人の属性に依らず証の保持者に対
して一律助成内容が定まる
[医科入院]
初診のみ適用：1（考慮しない）
食事療養費患者負担：1（患者負担なし）
[薬局]
初診のみ適用：1（考慮しない）

PMH地単・公費
マスタ

上記の例の場合、PMH地単・公費マス
タに、〇〇県○○市の乳幼児医療証の
場合、一律以下の値を設定するように
マスタ登録しておくことにより、自治
体システムからの連携データに含める
必要がなくなる。

レセコンには以下のとおり連携される
[医科入院]
初診のみ適用：1
食事療養費患者負担：1
[薬局]
初診のみ適用：1
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月 火 水 木 金

1週目

2週目

3週目

4週目

5週目

制度関連マスタ（HP掲載）

修正後マスタでの連携が課可能となる

更新完了報告を
マスタ管理者※1より受領

【参考】R７年度 マスタ更新時における登録フロー
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注意事項
・処理の関係上、金曜日以降は翌週の取扱いとします
・申請書等の提出後に修正等が発生した場合、、想定より更新にお時間をいただく可能性がございます

• PMH制度マスタやPMH地単・国公費マスタに更新が生じた際には、速やかに自治体又は
自治体ベンダが更新データを提出し、マスタ管理者※1にてマスタをアップデートする。

（原則）マスタ更新依頼受理後、
翌週金曜日にデジタル庁HPに掲載します

更新希望の３週前の木曜日までに更新事項を記載した申請書を
マスタ管理者※1へ提出

※1 マスタ管理者はデジタル庁およびPMH保守運用担当ベンダを指す。

（マスタ更新時スケジュール例）
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レセコンベンダ向けのマスタの公表

• レセコンベンダ向けに公表しているマスタは、「医療機関等ONS」「デジタル庁HP」
をご参照ください（下記はデジタル庁HP ）。

自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム（Public Medical Hub：PMH）

https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub
https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub
https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub
https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub
https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub
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• 詳細については➃【別紙】PMHマスタレイアウト・仕様説明.xlsxをご確認ください。

➃PMHマスタレイアウト・仕様説明（Ex cel）
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